
第 １３ 号議案 

 

国立市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ６ 年 ２ 月 ２２ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 介護保険法の規定により厚生労働省令で定める基準の一部改正

に伴い、規定の整備を行うため、条例の一部を改正するものであ

る。 

 

 

国立市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案 

 

国立市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例（平成３０年３月国立市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項第６号中「第４６条第２項」を「第４６条第１項」に改める。 

第３条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援

センター」という。）」を加える。 

第４条中「ごとに」の次に「１以上の員数の」を加え、「規則で定める基

準により」を削り、同条に次の２項を加える。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数（当該指定居宅介護支援事業

者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の

２３第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予



防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指

定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。

以下この項及び第２０条第２８号において同じ。）を行う場合にあっては、

当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における

指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項に

おいて同じ。）が４４又はその端数を増すごとに１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国

民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会と

いう名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護

支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続

された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用

し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項に規定する員数の

基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

第５条第１項中「指定居宅介護支援事業所を管理する者（以下「管理者」

という。）」を「常勤の管理者」に改め、同条第２項本文中「管理者」の前

に「前項に規定する」を加え、同項ただし書中「）を」の次に「前項に規定

する」を加え、同条第３項各号列記以外の部分中「管理者」の前に「第１項

に規定する」を加え、「当該指定居宅介護支援事業所の管理に係る」を「そ

の」に改め、「常勤の」を削り、同項第１号中「当該」を「その管理する」

に改め、同項第２号中「同一敷地内にある」を削り、「当該」を「その管理

する」に改める。 

第７条中「管理者」の前に「指定居宅介護支援事業所の」を加える。 

第１０条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」

を加え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居

宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域

密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ

位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪

問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密

着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」を削り、同条第

６項中「第４項後段の同意」を「前項の規定による承諾」に改め、同項を同

条第８項とし、同条中第５項を第６項とし、同項の次に次の１項を加える。 



７ 指定居宅介護支援事業者は、第５項の規定により第１項に規定する重要

事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(１) 第５項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用す

るもの 

(２) ファイルへの記録の方式 

第１０条第４項中「代えて」の次に「、第７項で定めるところにより」を

加え、同項前段中「同意」を「承諾」に改め、同項中「規則で定める」を

「次に掲げる」に、「あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提

供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同

意を得なければならない」を「当該文書を交付したものとみなす」に改め、

同項に次の各号を加える。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又は

その家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて

利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の

申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(２) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３３条第１項

において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイル

に第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

第１０条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の

１項を加える。 



３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援

事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通

所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が

占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一

の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提

供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなけれ

ばならない。 

第２０条第１号中「管理者」の前に「指定居宅介護支援事業所の」を加え、

同条第２号中「当たっては」の次に「、懇切丁寧に行うことを旨とし」を、

「提供方法等について」の次に「、理解しやすいように」を加え、同号の次

に次の２号を加える。 

(２)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行わないこと。 

(２)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

第２０条第１３号中「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師」を「主治

の医師等又は薬剤師」に改め、同条第１４号中「とともに」を「こととし」

に、「少なくとも１月に１回、当該利用者の居宅を訪問し当該利用者に面接

し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録する」を「次に定めるとこ

ろにより行う」に改め、同号に次のように加える。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者に面接すること。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行う

こと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２

月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者

の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利

用者に面接することができるものとする。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に



より利用者の同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。 

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

第２０条第２８号中「基づき、」の次に「地域包括支援センターの設置者

である」を加え、「（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をい

う。）」を削る。 

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要

事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない。 

第２７条第１項中「及び」の次に「指定居宅介護支援事業所の」を加える。 

第３１条第２項第２号中「次に」の前に「個々の利用者ごとに」を加え、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号

とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号

を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 第２０条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３３条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 
 

付 則 
 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



（重要事項の掲示に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、改正後の

第２４条第３項（改正後の第３２条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、

重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削

除」とする。 

 


